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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手の端子金具に接続される平板状端子接続部が一端に備えられた第１の端子金具と、
　相手ハウジングの嵌合方向に向かって前記平板状端子接続部が突出するように前記第１
の端子金具を収容保持する第１ハウジングと、
　前記平板状端子接続部を挟持する端子挟持部が一端に備えられると共に電線を接続する
電線接続部が他端に備えられた第２の端子金具と、
　前記第１ハウジングと接続した際に前記平板状端子接続部が前記端子挟持部に挿入され
て挟持されるように、前記第２の端子金具を収容保持する第２ハウジングと、
を備えるコネクタであって、
　前記第１ハウジング及び第２ハウジングの内の一方のハウジングに突設された嵌合ガイ
ド突起と、
　前記第２ハウジングから延出する前記電線の延出方向に沿って前記第１ハウジングと第
２ハウジングとを突き合わせた時に、前記嵌合ガイド突起を電線の延出方向に沿って誘導
して前記平板状端子接続部と端子挟持部とを接続状態に導くように他方のハウジングに装
備された第１ガイド溝と、
　前記第２ハウジングから延出する前記電線の延出方向と直交する方向に沿って前記第１
ハウジングと第２ハウジングとを突き合わせた時に、前記嵌合ガイド突起を前記電線の延
出方向と直交する方向に誘導して前記平板状端子接続部と端子挟持部とを接続状態に導く
ように他方のハウジングに装備された第２ガイド溝と、
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　ハウジング相互の突き合わせによって前記平板状端子接続部と端子挟持部との接続が完
了した時にハウジング相互の結合状態をロックするハウジングロック機構と、
を備えることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記端子挟持部は、前記端子挟持部と前記電線接続部との間を繋いでいる細幅帯状板の
端部の両側に延出する一対の舌状片を、前記平板状端子接続部を挟む間隔で対向するよう
に折り曲げることで形成されていることを特徴とする請求項１に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１ハウジングに収容された第１の端子金具の平板状端子接続部と第２ハウ
ジングに収容された第２の端子金具の端子挟持部との接続を、２通りのハウジング嵌合操
作から選択することができるコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１１及び図１２は下記特許文献１に開示されたコネクタを示し、図１３及び図１４は
下記特許文献２に開示されたコネクタを示している。
【０００３】
　図１１に示すように、特許文献１に開示されたコネクタ１０１は、相手の端子金具に接
続される平板状端子接続部１１１が一端に備えられた第１の端子金具１１０と、第１の端
子金具１１０を収容保持する第１ハウジング１２０と、平板状端子接続部１１１を挟持す
る端子挟持部１３１が一端に備えられた第２の端子金具１３０（図１２参照）と、第２の
端子金具１３０を収容保持する第２ハウジング１５０と、を備えている。
【０００４】
　第２の端子金具１３０は、図１２に示すように、電線１４０を接続する電線接続部１３
２が、他端に備えられている。
【０００５】
　第２ハウジング１５０は、図１１に示すように、第２の端子金具１３０に接続された電
線１４０が、ハウジング後端の開口１５１から後方（図１１のＸ１方向）に延出する。
【０００６】
　第１ハウジング１２０は、回路基板１６０に搭載されるハウジングである。この第１ハ
ウジング１２０は、第２ハウジング１５０における電線１４０の延出方向と直交する方向
（図１１の矢印Ｙ１方向）に、第２ハウジング１５０が嵌合接続される。そのため、第２
ハウジング１５０を収容するハウジング収容空間１２１が、上方（矢印Ｙ１と逆方向）に
開放して形成されている。
【０００７】
　第１ハウジング１２０は、ハウジング収容空間１２１内に平板状端子接続部１１１が突
出するように、第１の端子金具１１０を保持している。ハウジング収容空間１２１内に突
出する平板状端子接続部１１１は、相手ハウジングの嵌合方向に向かって起立した状態に
保持されていて、第２ハウジング１５０を矢印Ｙ１方向に嵌合させた際に、平板状端子接
続部１１１が第２の端子金具１３０の端子挟持部１３１間に挿入されて挟持される。
【０００８】
　第１ハウジング１２０は、ハウジング収容空間１２１を挟んで対向配置された両側壁１
２２，１２２の内面部に、ハウジング係止突起１２３が備えられている。ハウジング係止
突起１２３は、ハウジング相互の嵌合によって端子挟持部１３１と平板状端子接続部１１
１との接続が完了した時に、第２ハウジング１５０の両側面に装備された係合部１５３と
係合して、ハウジング相互を結合する。
【０００９】
　図１３に示すように、特許文献２に開示されたコネクタ２０１は、相手の端子金具に接
続される平板状端子接続部１１１が一端に備えられた第１の端子金具１１０と、第１の端
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子金具１１０を収容保持する第１ハウジング２２０と、平板状端子接続部１１１を挟持す
る端子挟持部２３１，２３１が一端に備えられた第２の端子金具２３０（図１４参照）と
、第２の端子金具２３０を収容保持する第２ハウジング２５０と、を備えている。
【００１０】
　特許文献２のコネクタ２０１は、第１ハウジング２２０を図１３の矢印Ｙ２方向から第
２ハウジング２５０に嵌合接続する場合、及び第１ハウジング２２０を図１３の矢印Ｘ２
方向から第２ハウジング２５０に嵌合接続する場合の２通りで、平板状端子接続部１１１
を端子挟持部２３１，２３１に接続できるように、第２の端子金具２３０や第２ハウジン
グ２５０の構造を工夫している。
【００１１】
　例えば、端子挟持部２３１，２３１は、矢印Ｙ２方向及び矢印Ｘ２方向の何れから平板
状端子接続部１１１が挿入されても、摺動摩擦等に大きな差異が生じないように、平板状
端子接続部１１１側に凸のコーン形状に成形されている。
【００１２】
　また、端子挟持部２３１，２３１が突出した状態に配置される第２ハウジング２５０の
端子収容空間２５１は、矢印Ｙ２と対向する側、及び矢印Ｘ２と対向する側、の２方を、
平板状端子接続部１１１が挿通可能に開放している。
【００１３】
　但し、この特許文献２のコネクタ２０１の場合、ハウジング相互を嵌合接続する際に、
ハウジング相互の嵌合を誘導するガイド構造や、嵌合接続が完了した時にハウジング相互
を結合するロック手段は、何ら開示されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００６－１２８０３４号公報
【特許文献２】特開２００６－１９２９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ところで、特許文献１のコネクタ１０１の場合、ハウジング相互の嵌合接続方向が、電
線１４０の延出方向と直交する方向に限られており、第１ハウジング１２０の上方（嵌合
方向）には、第２ハウジング１５０を嵌合操作するための作業空間を確保しておく必要が
ある。言い換えると、特許文献１に開示されたコネクタ１０１の場合、利用できる配索環
境が、固定側である第１ハウジング１２０の上方に嵌合操作用の作業空間を確保すること
ができる配索環境に限られてしまうという問題があった。
【００１６】
　また、図示はしていないが、従来のコネクタには、電線の延出方向に沿ってハウジング
相互を嵌合させる構造のものが多種開発されている。電線の延出方向に沿ってハウジング
相互を嵌合させる構造のものは、固定側のハウジングの上方に嵌合操作用の作業空間を確
保することができない省スペースの配索環境でも、ハウジング相互の挿抜が可能である。
【００１７】
　しかし、電線の延出方向に沿ってハウジング相互を挿抜する際には、電線に延出方向の
撓みが必要になる。従って、電線の延出方向に沿ってハウジング相互を嵌合させる構造の
コネクタの場合は、利用できる配索環境が、電線が延出方向に撓み変形可能なように電線
の布設経路に余裕を持たせた配索環境に限られてしまうという問題がある。
【００１８】
　即ち、ハウジング相互の挿抜方向が、電線の延出方向又は延出方向と直交する方向の何
れか一方に限られているコネクタの場合は、いずれにしても、配索環境が限られてしまう
という問題があった。
【００１９】
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　一方、特許文献２のコネクタ２０１の場合、電線の延出方向又は延出方向と直交する方
向の２方向にハウジング相互の挿抜が可能であるため、上記のような配索環境の制限がな
く、配索環境に柔軟に対応することができる。
【００２０】
　しかし、ハウジング相互の挿抜を２方向に可能にしたコネクタの場合は、ハウジング相
互を嵌合接続する際にハウジング相互の嵌合を誘導するガイド構造や、ハウジング相互の
嵌合接続が完了した時にハウジング相互を結合するロック手段を、ハウジング相互の挿抜
方向毎に装備する必要があり、ハウジング構造の複雑化を招くため、上記ガイド構造やロ
ック手段の装備が困難になる。実際、特許文献２のコネクタ２０１では、上記のガイド構
造やロック手段については一切開示されていない。上記のガイド構造やロック手段を未装
備のコネクタの場合は、嵌合操作時にこじりが発生して挿抜操作が困難になったり、外部
からの振動によりハウジング相互の嵌合が緩んで端子金具相互の接触不良を招くおそれが
あった。
【００２１】
　そこで、本発明の目的は、上記課題を解消することに係り、第１ハウジングに収容され
た第１の端子金具の平板状端子接続部と第２ハウジングに収容された第２の端子金具の端
子挟持部との接続に必要なハウジング相互の嵌合操作が２方向から可能なために、電線の
配索環境に柔軟に対応することができ、しかも、端子金具相互の接続が完了した時にハウ
ジング相互を結合状態にロックして、ハウジング相互の嵌合の緩みを防止することができ
るコネクタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の前述した目的は、下記の構成により達成される。
　（１）　相手の端子金具に接続される平板状端子接続部が一端に備えられた第１の端子
金具と、
　相手ハウジングの嵌合方向に向かって前記平板状端子接続部が突出するように前記第１
の端子金具を収容保持する第１ハウジングと、
　前記平板状端子接続部を挟持する端子挟持部が一端に備えられると共に電線を接続する
電線接続部が他端に備えられた第２の端子金具と、
　前記第１ハウジングと接続した際に前記平板状端子接続部が前記端子挟持部に挿入され
て挟持されるように、前記第２の端子金具を収容保持する第２ハウジングと、
を備えるコネクタであって、
　前記第１ハウジング及び第２ハウジングの内の一方のハウジングに突設された嵌合ガイ
ド突起と、
　前記第２ハウジングから延出する前記電線の延出方向に沿って前記第１ハウジングと第
２ハウジングとを突き合わせた時に、前記嵌合ガイド突起を電線の延出方向に沿って誘導
して前記平板状端子接続部と端子挟持部とを接続状態に導くように他方のハウジングに装
備された第１ガイド溝と、
　前記第２ハウジングから延出する前記電線の延出方向と直交する方向に沿って前記第１
ハウジングと第２ハウジングとを突き合わせた時に、前記嵌合ガイド突起を前記電線の延
出方向と直交する方向に誘導して前記平板状端子接続部と端子挟持部とを接続状態に導く
ように他方のハウジングに装備された第２ガイド溝と、
　ハウジング相互の突き合わせによって前記平板状端子接続部と端子挟持部との接続が完
了した時にハウジング相互の結合状態をロックするハウジングロック機構と、
を備えることを特徴とするコネクタ。
【００２３】
　（２）前記端子挟持部は、前記端子挟持部と前記電線接続部との間を繋いでいる細幅帯
状板の端部の両側に延出する一対の舌状片を、前記平板状端子接続部を挟む間隔で対向す
るように折り曲げることで形成されていることを特徴とする上記（１）に記載のコネクタ
。
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【００２４】
　上記（１）の構成によれば、第１ハウジングに収容された第１の端子金具の平板状端子
接続部と第２ハウジングに収容された第２の端子金具の端子挟持部との接続に必要なハウ
ジング相互の嵌合操作が、電線の延出方向に沿う第１の方向、或いは電線の延出方向と直
交する第２の方向の２方向から可能である。そのため、例えば、第１ハウジングの上方に
嵌合操作用の作業空間が確保することができない配索環境に設置する場合には、電線の延
出方向に沿う第１の方向からのハウジング相互の突き合わせによりハウジング相互を嵌合
接続させ、電線に延出方向の撓みを確保することができないような配索環境に設置する場
合には、電線の延出方向と直交する第２の方向からのハウジング相互の突き合わせにより
ハウジング相互を嵌合接続させることができ、電線の配索環境に柔軟に対応することがで
きる。
【００２５】
　また、何れの方向からハウジング相互を突き合わせる場合でも、一方のハウジングに突
設された嵌合ガイド突起が、他方のハウジングに装備された第１ガイド溝又は第２ガイド
溝の何れかによって誘導されて、第１の端子金具の平板状端子接続部と第２の端子金具の
端子挟持部とが接続された状態に導かれる。言い換えれば、ハウジング相互の突き合わせ
操作時には、一方のハウジングに突設された嵌合ガイド突起が他方のハウジングに装備さ
れた第１ガイド溝又は第２ガイド溝の何れかに係合して、突き合わせ方向へ誘導されるた
め、ハウジング相互の嵌合操作時にこじりの発生を防止することができる。従って、ハウ
ジング相互の挿抜操作を容易にすることができる。
【００２６】
　また、ハウジング相互の突き合わせにより端子金具相互の接続が完了した時には、ハウ
ジングロック機構によりハウジング相互の結合状態がロックされる。そのため、外部から
の振動によりハウジング相互の嵌合が緩むことを防止することができる。従って、ハウジ
ング相互の嵌合の緩みによって端子金具相互の接触不良が発生することを防止することが
できる。
【００２７】
　上記（２）の構成によれば、第２の端子金具の端子挟持部は、該端子挟持部と電線接続
部との間を繋いでいる細幅帯状板の端部の両側に延出する一対の舌状片を、前記平板状端
子接続部を挟む間隔で対向するように折り曲げることで形成されたもので、構造が単純で
ある。そのため、第２の端子金具の構造の単純化により、第２の端子金具の生産性を向上
させることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によるコネクタによれば、それぞれのハウジングに収容保持されている端子金具
相互の接続に必要なハウジング相互の嵌合操作が、電線の延出方向に沿う第１の方向、或
いは電線の延出方向と直交する第２の方向の２方向から可能である。そのため、配索環境
に応じてハウジング相互の嵌合操作を選択することができ、電線の配索環境に柔軟に対応
することができる。
【００２９】
　また、何れの方向からハウジング相互を突き合わせる場合でも、一方のハウジングに突
設された嵌合ガイド突起が、他方のハウジングに装備された第１ガイド溝又は第２ガイド
溝の何れかによって誘導される。そのため、ハウジング相互の嵌合操作時にこじりの発生
を防止することができる。従って、ハウジング相互の挿抜操作を容易にすることができる
。
【００３０】
　また、ハウジング相互の突き合わせにより端子金具相互の接続が完了した時には、ハウ
ジングロック機構によりハウジング相互の結合状態がロックされる。そのため、外部から
の振動によりハウジング相互の嵌合が緩むことを防止することができる。従って、ハウジ
ング相互の嵌合の緩みによって端子金具相互の接触不良が発生することを防止することが
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できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係るコネクタの一実施形態のハウジング相互を嵌合接続することができ
る２通りの嵌合操作の説明図である。
【図２】図１に示した第１の端子金具と、該第１の端子金具に接続される第２の端子金具
の拡大斜視図である。
【図３】図１に示した第１の端子金具と第１ハウジングの分解斜視図である。
【図４】図２に示した第２の端子金具の説明図で、図４（ａ）は端子全体の斜視図、図４
（ｂ）は電線接続部として端子金具に装備された圧接刃の拡大図、図４（ｃ）は端子金具
の一端に装備された端子挟持部の拡大斜視図である。
【図５】図１に示した第２ハウジングの分解斜視図である。
【図６】図５に示した第２ハウジングのハウジング本体への第２の端子金具の取り付け構
造を示す斜視図である。
【図７】図５に示した第２ハウジングにリボン電線を接続する工程の説明図である。
【図８】図７（ｃ）に示した第２ハウジングにおけるＣ部（ロックアーム）の拡大図であ
る。
【図９】図７（ｃ）に示した第２ハウジングのＤ矢視図である。
【図１０】図９のＥ－Ｅ断面図である。
【図１１】従来のコネクタの分解斜視図である。
【図１２】図１１の第２ハウジングに収容保持される第２の端子金具の斜視図である。
【図１３】従来の別のコネクタの分解斜視図である。
【図１４】図１３の第２ハウジングに収容保持される第２の端子金具の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明に係るコネクタの好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明す
る。
【００３３】
　図１～図１０は本発明に係るコネクタの一実施形態の説明図で、図１は本発明に係るコ
ネクタの一実施形態のハウジング相互を嵌合接続することができる２通りの嵌合操作の説
明図、図２は図１に示した第１の端子金具と、該第１の端子金具に接続される第２の端子
金具の拡大斜視図、図３は図１に示した第１の端子金具と第１ハウジングの分解斜視図、
図４は図２に示した第２の端子金具の説明図で、図４（ａ）は端子全体の斜視図、図４（
ｂ）は電線接続部として端子金具に装備された圧接刃の拡大図、図４（ｃ）は端子金具の
一端に装備された端子挟持部の拡大斜視図である。また、図５は図１に示した第２ハウジ
ングの分解斜視図、図６は図５に示した第２ハウジングのハウジング本体への第２の端子
金具の取り付け構造を示す斜視図、図７は図５に示した第２ハウジングにリボン電線を接
続する工程の説明図、図８は図７（ｃ）に示した第２ハウジングにおけるＣ部（ロックア
ーム）の拡大図、図９は図７（ｃ）に示した第２ハウジングのＤ矢視図、図１０は図９の
Ｅ－Ｅ断面図である。
【００３４】
　この一実施形態のコネクタ１は、第１の端子金具１０と、複数の第１の端子金具１０を
収容保持する第１ハウジング２０と、第２の端子金具３０（図２参照）と、複数の第２の
端子金具３０を収容保持する第２ハウジング４０と、を備える。
【００３５】
　第１の端子金具１０は、図２に示すように、相手の端子金具に接続される平板状端子接
続部１１が一端に備えられ、且つ、他端には回路基板の導体に接続されるリード部１２が
備えられている。
【００３６】
　平板状端子接続部１１は、矩形の平板状で、上縁１１ａと該上縁１１ａに直交する前縁



(7) JP 5769552 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

１１ｂの２辺には、後述する第２の端子金具３０の端子挟持部３１への挿入を容易にする
ための面取り１３が設けられている。
【００３７】
　第１ハウジング２０は、相手ハウジングである第２ハウジング４０が突き合わせられる
ハウジング収容空間２１を有している。ハウジング収容空間２１は、底壁部２１ａと、該
底壁部２１ａの両側に立ち上がる左右の側壁部２１ｂと、底壁部２１ａの後縁から立ち上
がる後部壁２１ｃとで、上方及び前方を開放した空間に形成されている。
【００３８】
　本実施形態の第１ハウジング２０の場合、底壁部２１ａの表面２１１と、後部壁２１ｃ
の内面２１２とは、後述する第２ハウジング４０との突き合わせ面となる。また、図３に
おいて、底壁部２１ａの表面２１１と直交する矢印Ｙ３方向と、後部壁２１ｃの内面２１
２と直交する矢印Ｘ３方向と、の２方向が、後述する第２ハウジング４０の嵌合方向とな
る。
【００３９】
　第１ハウジング２０の底壁部２１ａ及び後部壁２１ｃには、第１の端子金具１０を収容
保持する複数の端子保持溝２３ａ，２３ｃが装備されている。
【００４０】
　底壁部２１ａに形成された端子保持溝２３ａは、平板状端子接続部１１の下縁１１ｃを
収容保持する。後部壁２１ｃに形成された端子保持溝２３ｃは、平板状端子接続部１１の
後縁１１ｄとリード部１２とを収容保持する。
【００４１】
　端子保持溝２３ａ及び端子保持溝２３ｃは、図３の矢印Ｙ３方向に沿って第１の端子金
具１０を挿入することで、平板状端子接続部１１が嵌合方向（矢印Ｘ３方向及び矢印Ｙ３
方向）に向かってハウジング収容空間２１に突出するように、第１の端子金具１０を支持
する。
【００４２】
　端子保持溝２３ａ及び端子保持溝２３ｃにおいて、リード部１２が挿通する部分は、底
壁部２１ａの下面側に貫通している。第１の端子金具１０のリード部１２の先端（図２で
は下端）は、底壁部２１ａを挿通して、底壁部２１ａの下面側に突出した状態に支持され
る。
【００４３】
　一実施形態の第１ハウジング２０は、第１ハウジング２０の幅方向に所定の間隔を開け
て、６個の第１の端子金具１０を支持する。各第１の端子金具１０を支持する端子保持溝
２３ａ，２３ｃは、隣接する第１の端子金具１０相互が平面視で千鳥状の配置となるよう
に、形成されている。
【００４４】
　本実施形態の第１ハウジング２０には、第１ガイド溝２５と、第２ガイド溝２６と、ロ
ック用係止穴２７と、が備えられている。
【００４５】
　第１ガイド溝２５は、第２ハウジング４０から延出するリボン電線５０の延出方向に沿
って延在する溝で、図３に示すように、第１ハウジング２０の底壁部２１ａの両側部に、
装備されている。この第１ガイド溝２５は、図１の領域Ｒ１において矢印Ｂで示すように
、リボン電線５０の延出方向（図１の矢印Ｘ４方向）に沿って第１ハウジング２０と第２
ハウジング４０とを突き合わせた時に、後述の嵌合ガイド突起４５をリボン電線５０の延
出方向に沿って誘導して、平板状端子接続部１１と端子挟持部３１とを接続状態に導く。
【００４６】
　第２ガイド溝２６は、第２ハウジング４０から延出するリボン電線５０の延出方向と直
交する方向に沿って延在する溝で、図３に示すように、第１ハウジング２０の後部壁２１
ｃの両側部に、装備されている。この第２ガイド溝２６は、図１の領域Ｒ２において矢印
Ａで示すように、リボン電線５０の延出方向と直交する方向に沿って第１ハウジング２０
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と第２ハウジング４０とを突き合わせた時に、後述の嵌合ガイド突起４５をリボン電線５
０の延出方向と直交する方向に誘導して、平板状端子接続部１１と端子挟持部３１とを接
続状態に導く。
【００４７】
　ロック用係止穴２７は、図３に示すように、第１ハウジング２０の両側壁部２１ｂに装
備されている。このロック用係止穴２７は、ハウジング相互の突き合わせによって平板状
端子接続部１１と端子挟持部３１との接続が完了した時に、後述の第２ハウジング４０上
のロック突起４６ｂと係合して、ハウジング相互の結合状態をロックする。
【００４８】
　ロック用係止穴２７が装備された側壁部２１ｂの前縁及び上縁には、後述の第２ハウジ
ング４０上のロック突起４６ｂを側壁部２１ｂの内側に入り易くするための面取り２１５
が形成されている。
【００４９】
　第２の端子金具３０は、図４に示すように、平板状端子接続部１１を挟持する端子挟持
部３１が一端に備えられると共に、リボン電線５０を圧接接続する電線接続部としての一
対の圧接刃３２，３２が他端に備えられている。
【００５０】
　本実施形態の第２の端子金具３０は、端子挟持部３１と一対の圧接刃３２，３２との間
は、リボン電線５０の延出方向に沿って延在する細幅帯状板３３が繋いでいる。細幅帯状
板３３は、図４（ａ）に示すように、端子挟持部３１や一対の圧接刃３２，３２の部位と
比較すると幅寸法が小さい帯状である。
【００５１】
　端子挟持部３１は、リボン電線５０の延出方向に沿って第２の端子金具３０の一端寄り
に延在する細幅帯状板３３の端部の両側に延出する一対の舌状片３１ａを、平板状端子接
続部１１を挟む間隔で対向するように折り曲げることで形成されている。
【００５２】
　端子挟持部３１は、先端側に、幅を拡げる方向に曲げられた曲げ部３１ｂを有している
。曲げ部３１ｂは、リボン電線５０の延出方向と直交する方向にハウジング相互を嵌合接
続させた時に、端子挟持部３１間に平板状端子接続部１１を入り易くする。
【００５３】
　また、本実施形態の端子挟持部３１は、リボン電線５０の延出方向に沿ってハウジング
相互を嵌合接続させた時に、最初に平板状端子接続部１１の前縁１１ｂに当たる先端側の
角部に、図４（ｃ）に示すように、面取り３１３を備えている。この面取り３１３は、一
対の舌状片３１ａ，３１ａ間に平板状端子接続部１１を挿入し易くする。
【００５４】
　電線接続部として装備された圧接刃３２は、図４（ｂ）に示すように、先端側が３角形
状に尖っている。また、図４（ｂ）に示すように、一対の圧接刃３２の互いに対向する内
縁側の角部には、リボン電線５０の被覆を切断し易くするために肉厚を薄くしたテーパ面
３２ａが形成されている。
【００５５】
　第２ハウジング４０は、図５～図７に示すように、複数の第２の端子金具３０と該第２
の端子金具３０に接続されるリボン電線５０とを収容するハウジング本体４１と、ハウジ
ング本体４１に収容された第２の端子金具３０及びリボン電線５０をハウジング本体４１
の底壁４１ａに押圧固定するカバー４３と、を備える。
【００５６】
　ハウジング本体４１の底壁４１ａには、図６に示すように、複数の第２の端子金具３０
を位置決めする複数の端子嵌合凹部４１１と、リボン電線５０を位置決めする電線位置決
め突起４１２とが設けられている。
【００５７】
　端子嵌合凹部４１１は、図７（ａ）に示すように、第２の端子金具３０を、圧接刃３２
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がカバー４３側に向いた姿勢に位置決めする。また、複数の端子嵌合凹部４１１は、図６
に示すように、隣接する第２の端子金具３０相互が千鳥状に並ぶように、設けられている
。千鳥状の配置では、第２の端子金具３０の細幅帯状板３３に、隣接する第２の端子金具
３０の圧接刃３２の部位が並ぶように、配置が工夫されている。このような千鳥状配置に
することにより、複数の第２の端子金具３０を狭ピッチで実装することが可能になる。
【００５８】
　ハウジング本体４１に収容されるリボン電線５０は、図７に示すように、幅方向の中央
に、幅広の絶縁体部５２が装備されている。この絶縁体部５２には、ハウジング本体４１
の底壁４１ａに装備した電線位置決め突起４１２に嵌合する位置決め穴５２１が貫通形成
されている。リボン電線５０は、図７（ａ）に示すように、位置決め穴５２１を電線位置
決め突起４１２に嵌合させることで、底壁４１ａ上に位置決めされ、構成している電線５
３の端部が、第２の端子金具３０の一対の圧接刃３２，３２に圧接可能な位置に位置決め
される。
【００５９】
　ハウジング本体４１に装着されたリボン電線５０や第２の端子金具３０は、図１０に示
すように、ハウジング本体４１の上に装着されるカバー４３によって底壁４１ａに押圧固
定される。底壁４１ａに押圧固定された第２の端子金具３０の端子挟持部３１は、図１０
に示すように、底壁４１ａの外側に突出する。端子挟持部３１が突出する位置は、第１ハ
ウジング２０上のハウジング収容空間２１における第１の端子金具１０の位置に対応して
いる。
【００６０】
　即ち、ハウジング本体４１は、第１ハウジング２０と接続した際に平板状端子接続部１
１が端子挟持部３１に挿入されて挟持されるように、第２の端子金具３０を収容保持する
。
【００６１】
　以上に説明したハウジング本体４１は、一対の嵌合ガイド突起４５と、一対のロックア
ーム４６と、を備えている。
【００６２】
　一対の嵌合ガイド突起４５は、図５に示すように、ハウジング本体４１の前端側両側面
に突設されている。この嵌合ガイド突起４５は、図１の領域Ｒ１に示すようにリボン電線
５０の延出する方向に沿ってハウジング相互を突き合わせる際には、第１ハウジング２０
の第１ガイド溝２５に、突き合わせ方向に沿って摺動可能に嵌合する。また、嵌合ガイド
突起４５は、図１の領域Ｒ２に示すようにリボン電線５０の延出する方向と直交する方向
に沿ってハウジング相互を突き合わせる際には、第１ハウジング２０の第２ガイド溝２６
に、突き合わせ方向に沿って摺動可能に嵌合する。
【００６３】
　ロックアーム４６は、ハウジング本体４１の両外側面に装備されている。このロックア
ーム４６は、第１ハウジング２０の両側壁部２１ｂに形成されたロック用係止穴２７との
協働で、ハウジングロック機構を構成する。
【００６４】
　ハウジングロック機構は、ハウジング相互の突き合わせによって平板状端子接続部１１
と端子挟持部３１との接続が完了した時に、ハウジング相互の結合状態をロックする機構
である。
【００６５】
　ロックアーム４６は、図５及び図６に示すように、一端がハウジング本体４１の外側面
の前端寄りに接合し、他端がハウジング本体４１の外側面の後端寄りに接合した両持ち梁
構造の弾性アーム４６ａと、弾性アーム４６ａの中間部に突設されて第１ハウジング２０
のロック用係止穴２７に係合可能なロック突起４６ｂと、を備えている。
【００６６】
　ロック突起４６ｂは、図８に示すように、前端面４６１と下面４６２が、テーパ面にな
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っている。
【００６７】
　ロック突起４６ｂの前端面４６１は、図１の領域Ｒ１に示すようにリボン電線５０の延
出する方向に沿ってハウジング相互を突き合わせる際に、最初に第１ハウジング２０の側
壁部２１ｂの前縁の面取り２１５（図３参照）に当接する部分で、弾性アーム４６ａの撓
み変形を容易にする。
【００６８】
　ロック突起４６ｂの下面４６２は、図１の領域Ｒ２に示すようにリボン電線５０の延出
する方向と直交する方向に沿ってハウジング相互を突き合わせる際に、最初に第１ハウジ
ング２０の側壁部２１ｂの上縁の面取り２１５（図３参照）に当接する部分で、弾性アー
ム４６ａの撓み変形を容易にする。
【００６９】
　ロックアーム４６は、ハウジング相互の突き合わせによって平板状端子接続部１１と端
子挟持部３１との接続が完了した時に、ロック突起４６ｂが第１ハウジング２０のロック
用係止穴２７に係合することで、ハウジング相互の結合状態をロックする。
【００７０】
　以上に説明した一実施形態のコネクタ１では、第１ハウジング２０に収容された第１の
端子金具１０の平板状端子接続部１１と第２ハウジング４０に収容された第２の端子金具
３０の端子挟持部３１との接続に必要なハウジング相互の嵌合操作が、図１に示したよう
に、リボン電線５０の延出方向に沿う第１の方向、或いはリボン電線５０の延出方向と直
交する第２の方向の２方向から可能である。
【００７１】
　そのため、例えば、第１ハウジング２０の上方に嵌合操作用の作業空間が確保すること
ができない配索環境に設置する場合には、リボン電線５０の延出方向に沿う第１の方向か
らのハウジング相互の突き合わせによりハウジング相互を嵌合接続させ、リボン電線５０
に延出方向の撓みを確保することができないような配索環境に設置する場合には、リボン
電線５０の延出方向と直交する第２の方向からのハウジング相互の突き合わせによりハウ
ジング相互を嵌合接続させることができ、リボン電線５０の配索環境に柔軟に対応するこ
とができる。
【００７２】
　また、何れの方向からハウジング相互を突き合わせる場合でも、第２ハウジング４０に
突設された嵌合ガイド突起４５が、第１ハウジング２０に装備された第１ガイド溝２５又
は第２ガイド溝２６の何れかによって誘導されて、第１の端子金具１０の平板状端子接続
部１１と第２の端子金具３０の端子挟持部３１とが接続された状態に導かれる。言い換え
れば、ハウジング相互の突き合わせ操作時には、第２ハウジング４０に突設された嵌合ガ
イド突起４５が第１ハウジング２０に装備された第１ガイド溝２５又は第２ガイド溝２６
の何れかに係合して、突き合わせ方向へ誘導されるため、ハウジング相互の嵌合操作時に
こじりの発生を防止することができる。従って、ハウジング相互の挿抜操作を容易にする
ことができる。
【００７３】
　また、ハウジング相互の突き合わせにより端子金具相互の接続が完了した時には、第１
ハウジング２０上のロック用係止穴２７と第２ハウジング４０上のロックアーム４６とで
構成されるハウジングロック機構により、ハウジング相互の結合状態がロックされる。そ
のため、外部からの振動によりハウジング相互の嵌合が緩むことを防止することができる
。従って、ハウジング相互の嵌合の緩みによって端子金具相互の接触不良が発生すること
を防止することができる。
【００７４】
　また、以上に説明した一実施形態のコネクタ１では、第２の端子金具３０の端子挟持部
３１は、端子挟持部３１と電線接続部である一対の圧接刃３２，３２との間を繋いでいる
細幅帯状板３３の端部の両側に延出する一対の舌状片３１ａを、平板状端子接続部１１を
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端子金具と比較して、構造が著しく単純である。そのため、第２の端子金具３０の構造の
単純化により、第２の端子金具３０の生産性を向上させることができる。
【００７５】
　なお、本発明のコネクタは、前述した実施形態に限定されるものでなく、適宜、変形、
改良等が可能である。
【００７６】
　例えば、嵌合ガイド突起４５を装備するハウジングは、第２ハウジング４０に限るもの
ではなく、第１ハウジング２０の内側面に装備するようにしても良い。その場合に、第１
ハウジング２０に装備された嵌合ガイド突起４５の配置に対応して、第２ハウジング４０
の外側面に、第１ガイド溝２５や第２ガイド溝２６を形成することになる。
【００７７】
　また、上記実施形態においてハウジングロック機構を構成しているロックアームやロッ
ク用係止穴の配置や形状も、本発明の目的を達成できるものであれば、任意であり、前述
した実施形態に限定されない。
【符号の説明】
【００７８】
　１　コネクタ
　１０　第１の端子金具
　１１　平板状端子接続部
　２０　第１ハウジング
　２５　第１ガイド溝
　２６　第２ガイド溝
　２７　ロック用係止穴（ハウジングロック機構）
　３０　第２の端子金具
　３１　端子挟持部
　３１ａ　舌状片
　４０　第２ハウジング
　４５　嵌合ガイド突起
　４６　ロックアーム（ハウジングロック機構）
　４６ｂ　ロック突起（ハウジングロック機構）
　５０　リボン電線（電線）
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